
 

鷹番住区センター構成施設の臨時休館について 

 

１ 構成施設 

（１）住区会議室 

（２）老人いこいの家 

 

２ 臨時休館の期間 

   令和２年 11月１日（日）から令和３年２月 28日（日）まで 

 

３ 臨時休館の理由 

   鷹番住区センター全館の空気調和設備の改修工事を行うため。 

 

４ 工事期間中の管理体制 

   住区会議室の利用受付や日常の施設管理を行う。 

 

５ 区民への周知 

   めぐろ区報【６月 15日号】、ホームページ、施設予約システムへの掲載、

公営掲示板及び館内掲示により周知する。 
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